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これら 10人の平均寿命は 10.8ヶ月である．夭

折する乳幼児がおおかった時代とはいえ，これは

異常に短命といわざるをえない．また単純に計算

した死亡率は 3分の 2，すなわち 67%で，これま

た明治 33年当時の乳児死亡率 155（出生千対），

すなわち 15.5%に比して異常に高い数値といえ

よう．

それぞれの皇子女の生後経過と病状を正しく理

解するために，煩をいとわずに『明治天皇紀』か

ら原文を引用する．なお本論において引用した原

文はすべて縦書である．

・ 第 1皇子稚瑞照彦尊

生母は権典侍葉室光子―葉室長順の次女

明治 6年 9月 18日誕生　同日死亡

死亡時年齢　1日

『明治天皇紀』には

十八日　午後三時三十分，永田町御用邸に於

て第一皇子誕生あり，即時薨去す，……諡し

て稚瑞照彦尊と曰ふ，同日光子卒す2)

1．はじめに

明治天皇には 15名の皇子女があったが，成人

に達したのはそのうちわずか 5名にすぎない．い

ずれも脳膜炎と思われる症状によって幼少期に死

亡している．これによって当時の宮中や政府関係

者は，皇統の危機さえ認識せざるをえない状況に

おいこまれた．『明治天皇紀』を中心にした史料

にもとづき，それに関連した池田文書所収の文書

から，明治天皇の皇子女の生育や医療の環境につ

いて検討をくわえるとともに，それをめぐる宮内

省と太政官や政府の動きをさぐるのが本論の目的

である．

2．明治天皇の皇女子 

―その生育歴と病状経過

第 1皇子・第 1皇女は妊娠中毒症による死産

『平成新修旧華族家系大成』1)によると明治天皇

には 5男 10女の皇子・皇女があった．このうち

成人まで達したのはわずか 5名であり，皇子は明

宮嘉仁親王，すなわち皇太子であり，のちの大正

天皇ただ 1人である（表 1～ 3）．
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とある．誕生の日に死亡したことをのべ，同時に

生母葉室光子も死亡したことがしるされている．

・ 第 1皇女稚高依姫尊

生母は典侍橋本夏子―橋本実麗の三女

明治 6年 11月 13日誕生　同日死亡

死亡時年齢　1日

明治 6年 11月 13日の記事は

午後七時二十分青山御用邸に於て第一皇女誕

生あり，生母は権典侍橋本夏子なり，夏子四

月懐妊せしが，是の日午前，卒然劇烈なる子

癇症を發し，容體険悪なり，……終に奏上を

經て人工を以て娩出せしが，即時皇女薨去

表 1　明治天皇皇子女死亡児の生後経過（『明治天皇紀』より）

生　年 歿　年

第 1皇子稚瑞照彦尊 生母は権典侍葉室光子―葉室長順の次女
明治 6年 9月 18日 同日死亡

第 1皇女稚高依姫尊 生母は小桜典侍橋本夏子―橋本実麗の三女
明治 6年 11月 13日 同日死亡

第 2皇女梅宮薫子内親王 生母は早蕨権典侍柳原愛子―柳原光愛の次女
明治 8年 1月 21日 明治 9年 6月 8日

第 2皇子建宮敬仁親王 生母は早蕨権典侍柳原愛子
明治 10年 9月 23日 明治 11年 7月 26日

第 3皇女滋宮韶子内親王 生母は花松権典侍千種任子―千種有任の長女
明治 14年 8月 3日 明治 16年 9月 6日

第 4皇女増宮章子内親王 生母は花松権典侍千種任子
明治 16年 1月 16日 明治 16年 9月 8日

第 5皇女久宮静子内親王 生母は小菊権掌侍園祥子―園基祥の次女
明治 19年 2月 10日 明治 20年 4月 4日

第 4皇子昭宮猷仁親王 生母は小菊権掌侍園祥子
明治 20年 8月 22日 明治 21年 11月 12日

第 5皇子満宮輝仁親王 生母は小菊権典侍園祥子
明治 26年 11月 30日 明治 27年 8月 17日

第 10皇女貞宮多喜子内親王 生母は小菊権典侍園祥子
明治 30年 9月 24日 明治 32年 1月 11日

表 2　明治天皇皇子女の死因（『明治天皇紀』による）

死　因 歿年齢

第 1皇子稚瑞照彦尊 記載なし 1日
第 1皇女稚高依姫尊 子癇 1日
第 2皇女梅宮薫子内親王 脳疾 1歳 4ヶ月
第 2皇子建宮敬仁親王 脳水腫 10ヶ月
第 3皇女滋宮韶子内親王 脳膜炎 2歳 1ヶ月
第 4皇女増宮章子内親王 慢驚風症（脳膜炎） 7ヶ月
第 5皇女久宮静子内親王 生歯熱　慢性脳膜炎を併発 1歳 1ヶ月
第 4皇子昭宮猷仁親王 脳膜炎 1歳 2ヶ月
第 5皇子満宮輝仁親王 慢性脳膜炎 8ヶ月
第 10皇女貞宮多喜子内親王 脳膜炎 1歳 3ヶ月
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す．接種の結果についての記述はないが，このお

りに父孝明天皇からの感染はまぬがれている．は

たして今回の接種が善感したか否かについての評

価はむずかしい．

明治 9年 6月 2日夜にいたって梅宮は 2度の痙

攣を発した．6月 8日の記事には

第二皇女薫子内親王生まれて数月脳疾に罹

る，百方醫療を試み較々癒えしが，本年四月

に至りて再び病勢漸く進む，侍醫伊東方成等

治術を盡ししかども其の効なく，昨夜危篤を

傳へ，是の日午前五時薨去す，享年二5)

とある．梅宮は生まれて数ヶ月後に「脳疾」に罹

患したが，治療の甲斐あってほぼ治癒していたと

ころ，生後 1年 3ヶ月ごろに再発して経過はおも

わしくなかった．死因は明らかにされていない

が，病状経過からみてこの「脳疾」が原因であっ

たといっていいだろう．

・ 第 2皇子建宮敬仁親王

生母は早蕨権典侍柳原愛子―柳原光愛の次女

明治 10年 9月 23日誕生

明治 11年 7月 26日死亡

10ヶ月

建宮誕生のこの日は西南戦争が最終局面をむか

えていた．西郷隆盛が陣をはる鹿児島の城山への

総攻撃がはじまった日である．建宮は生後 7ヶ月

の明治 11年 5月 1日に発熱があった．良好の経

過で治癒したが， 6月 30日に「脳水腫」 を発した

という．

去月三十日脳水腫を発し，病勢漸く進めるを

す，……諡して稚高依姫尊と曰ふ，生母夏子

亦十四日午前四時卒す3)

とある．人工娩出によって胎児は死亡し，生母夏

子も約 8時間半にして死亡した．ここにははっき

り子癇という病名があげられている．これら 2人

の皇子女は，いわゆる世俗の命名はなく，神道に

則った名称だけがつたえられているのは死産だっ

たからであろう．妊娠中毒症のために母子ともに

落命したものと思われる．

第 2皇女・第 2皇子は「脳疾」死

・ 第 2皇女梅宮薫子内親王

生母は早蕨権典侍柳原愛子―柳原光愛の次女

明治 8年 1月 21日誕生

明治 9年 6月 8日死亡

1歳 4ヶ月

このころは天然痘が流行していたので，梅宮は

生後 1ヶ月足らずの 2月 19日に天皇とともに種

痘をうけた．皇后は 1月 7日， すでに種痘をうけ

ている．

しかし『明治天皇紀』には，天皇は慶応 2年に

牛痘接種をうけていることをしるしている．ここ

には

親王，往年中山忠能の第に在しし時，忠能密

かに蘭方医大村泰輔をして種痘を親王に上ら

しむ，痘苗は夙に種痘の術に長ぜる醫師安藤

桂州の上る所なれども，牛痘を憚り，一たび

野宮定功の女児に施し，而して後之れを上り

しと云ふ4)，

とあって，この「親王」とはのちの明治天皇をさ

表 3　成人に達した明治天皇の皇子女

生　年 生　母

第 3皇子明宮嘉仁親王　　　のちの大正天皇 明治 12年 8月 31日 柳原愛子
第 6皇女常宮昌子内親王　　のちの竹田宮恒久王妃 明治 21年 9月 30日 園　祥子
第 7皇女周宮房子内親王　　のちの北白川宮成久王妃 明治 23年 1月 28日 園　祥子
第 8皇女富美宮允子内親王　のちの朝香宮鳩彦王妃 明治 24年 8月 7日 園　祥子
第 9皇女泰宮聰子内親王　　のちの東久邇宮稔彦王妃 明治 29年 5月 11日 園　祥子
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また香川啓三は池田謙斎にたいして，早めの帰

京をうながしている明治 16年 8月 27日付の書簡

があるが，病状についての記述はない．

然ハ此程より滋宮・増宮御二方少々御違例ニ

被為入，嵯峨殿，堀川殿等大ニ痛心致し，老

台之御帰京のみ渇望致し居候次第ニ御座候11)

・ 第 4皇女増宮章子内親王

生母は花松権典侍千種任子―千種有任の長女

明治 16年 1月 16日誕生

明治 16年 9月 8日死亡

7ヶ月

明治 16年 9月 5日の条には

章子内親王の病篤し，皇太后御微行にて内親

王寓所に行啓あらせられ，其の状を見たま

ふ12)

とあり，ついでその翌日は皇后が微行で増宮を病

床に見舞った．3日後 9月 8日の死亡当日の記事

はつぎのようである．

章子内親王麹町裏霞ヶ關の寓所堀河康隆邸に

於て薨ず，生れて僅かに九箇月なり，……客

月十五日痰欬吐乳の症に罹る，浅田宗伯主治

醫として診察す，未だ験なし，是の月一日慢

驚風症（脳膜炎） を発し，病益ゝ重し，既記

の如く皇太后は五日，皇后は六日共に潜かに

其の殿に行啓して，其の病を視たまふ，天皇

憂焦，侍醫池田謙斎をして診治せしめ，七日

特に命じて軍醫監橋本綱常をして診候せしめ

たまふ，是の日病俄かに革まり，午後一時二

十五分遂に薨ず，天皇朝を輟めたまふこと一

日，三日間歌舞音曲を停めらる，……是の月

三日間に両皇女を喪ひ，国民盡く悲傷す，葬

儀の日人民道路に雲集して柩を送る13)

3日間に 2人の皇女を喪ったことになる．その

ため国民の悲嘆はおおきく，葬儀を見送る群衆は

沿道をうめたという．ここには死亡原因として

以て，侍醫の他に海軍軍醫総監戸塚文海・陸

軍軍醫監佐藤進・同橋本綱常をして拝診せし

めたまふ，昨二十五日重體なり，乃ち皇后・

皇太后相踵いで建御殿に行啓あらせらる，是

の日午後二時危篤を傳へ，同三十分遂に薨去

す，享年二6)

とある．侍医以外に時の陸海軍医部最高の顔ぶれ

が診療にあたったが， その効果はみられなかった．

このような人選はこれからもしばしばみられる．

明治 11年 7月 23日付の長与専斎書簡には，池

田謙斎が詰めきりで治療に当たっているのでさぞ

や疲労がかさなることと推察するとある7)．しか

し専斎の立場からはその病状を詳細に知ることは

なかったであろう．

あいつぐ脳膜炎による死亡

・ 第 3皇女滋宮韶子内親王

生母は花松権典侍千種任子―千種有任の長女

明治 14年 8月 3日誕生

明治 16年 9月 6日死亡

2歳 1ヶ月

それまで順調に育っていた滋宮は，生後 1年の

夏，明治 15年に脳膜炎に罹患し，一旦は回復し

ながら，翌明治 16年 9月 6日に下谷区二長町の

嵯峨実愛邸において死亡した．

明治十五年七月脳膜炎に罹る，醫薬効あり，

平癒せしが，今年八月暑甚しきに及び，疾復

發す，初め浅田宗伯主治醫たり，後侍醫池田

謙斎診候したるも効なし，是の日午後八時遂

に薨ず，天皇朝を輟めたまふこと一日，三日

間歌舞音曲を停めらる8)

とある．主治医は漢方医学の大家浅田宗伯であっ

たが，のちに侍医池田謙斎が治療にくわわった．

このさいの病状経過については遠藤正治論文

にも報告があるが 9)，池田文書所収の賀川満載書

簡10)によって，生母の治療は洋方で，病児の治療

は漢方，洋方を併用しておこなっていることをの

べている．
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明治 19年 2月 10日誕生

明治 20年 4月 4日死亡

1歳 1ヶ月

久宮は明治 19年 5月 18日，生後 3ヶ月で麹町

区永田町皇后宮大夫香川敬三の邸にうつり，その

翌明治 20年 4月 4日に死亡した．

内親王今年一月一日以来發熱吐乳す，蓋し生

歯熱なり，尋いで慢性脳膜炎を併發す，病輕

からず，然るに侍醫岩佐純・御匙醫浅田宗伯

療法に就きて意見を異にす，御用掛香川敬三

其の處置に苦しみ，御用掛侯爵中山忠能に諮

り，相共に其の事由を奏して聖慮を仰ぐ，遂

に聖旨を以て純をして診治せしめ，又侍醫池

田謙斎を熱海より召して診候せしむ，醫薬功

あり，病頗る怠りしが，三月下旬寒気俄かに

加はることあり，病再び發し，是の日遂に薨

ず，享年二17)

明治 20年元日に発熱，嘔吐がみられたが，と

きに生後 10ヶ月で，これは生歯熱によるものだ

としている．このころはまだ生歯にさいしていろ

いろな障害がおこり，ときには死亡することもあ

ると信じられていた．4月にいたって「慢性脳膜

炎」を併発して重篤な症状を呈したが，治療に当

たっていた岩佐純と浅田宗伯のあいだで治療上の

意見が対立して収拾がつかなかった．そこで天皇

の裁断を仰ぎ，その決断によって岩佐純と池田謙

斎の合議によって治療がすすめられたが治癒させ

ることはできなかった．

ドナルド・キーンの『明治天皇』によると18)，

漢洋どちらの医師に託すべきかについて判断に苦

しんだ香川敬三は中山忠能にはかったが，中山忠

能も判断できずに天皇直々の判断をあおぐことに

なった．病状はいったん回復したかにみえなが

ら，3月下旬から再び悪化して 4月 4日に死亡し

た，とキーンはしるしている．

この皇女の不予にあたって萩原三圭がめされた

との書簡が池田文書にある19)が，ここには病状

経過についてはしるされていない．香川啓三書簡

にはわずかながら病状がしるされているものの，

「慢驚風症（脳膜炎）」があげられている．

漢方医への篤い信頼

9月 11日には，このとき唯一人のこされた皇

子となった皇太子明宮の養育主任である中山忠能

は，医師にたいしては，「常に協力して解怠する

ことなかるべき」こと，侍女にたいしては「薬餌，

飲食を始め，親王の保健等に深く注意せしめ」，

仕人にたいしては「防災其の他に意を用ゐしむ」

などの心得をしめして，万遺漏なきようにとの指

示をあたえた14)．

浅田宗伯は両皇女の治療が奏功しなかったこと

と，このおりに「漢洋の医方交々行われて相亂

るゝを憾み」自ら辞職を申し出た．しかし天皇の

意向は漢洋を併せもちいて，まず橋本綱常陸軍軍

医監を宮内省御用掛に任命し，侍医である伊東方

成と岩佐純に協力して診察に当たらせる，さらに

薬方は御匙医浅田宗伯と協議して行うようにとい

うものであった．

これにたいして中山忠能は，綱常の診察につい

ては反対ではないが，

薬法は漢洋各々其の方を異にし，氷炭相容れ

ざるを以て到底併用すべからず，宜しく漢洋

何れにか一定し，病症に應じて臨機之を決す

るの外なかるべし15)

と妥協案を提示してこの場をおさめた．これに

よって宗伯の診療は旧の如く続けられることに

なった．天皇の漢方医への厚い信頼がみられる．

明治 16年 10月，侍医たちは連署して意見を具

申した16)．この上申書―本論において「明治

16年上申書」とよぶ―の前半において，天皇

の脚気治療における転地の重要性をといている

が，当面の問題と関連はないので省略する．後半

部分で，皇子女たちの相次ぐ病死を憂慮して，そ

の養育方法などについて突っ込んだ意見を具申し

た．これについてはのちに詳述する．

・ 第 5皇女久宮静子内親王

生母は小菊権掌侍園祥子―園基祥の次女
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膜炎に罹る，福井貞憲拝診御用として専ら診

療に従事す，然るに病症漸次重きを加へ，是

の月十日全く昏睡の状に陥る，貞憲，浅田宗

伯，村瀬豆洲等と謀り只管治方を盡すも更に

験なし，遂に危篤の旨を奏す，天皇大に憂慮

し，侍従子爵富小路敬直を差遣して其の病を

問はしめたまふ，天皇惟へらく，病既に革ま

る，治癒道なかるべきも，尚旨を侍醫池田謙

斎に諭し，然るべき醫を召し，共に診候せし

むべしと，謙斎命を拝し，陸軍軍醫総監橋本

綱常，海軍軍醫総監高木兼寛を薦め，共に診

候し，百方法を悉せしも薬石復た効なし，是

の日午後二時三十分遂に薨ず 22)

10月中旬からかかっていた「脳膜炎」によっ

て 11月 10日には昏睡状態におちいった．このと

きも陸海軍医部の最高位にある，橋本綱常陸軍軍

医総監と高木兼寛海軍軍医総監が治療にあたった

が薬石効なく死亡したという．

このとき診療にあたった福井貞憲は名古屋の漢

方医で，東京の浅田宗伯，京都の村瀬豆洲となら

んで三大漢方医と喧伝されていた医師である．こ

の福井貞憲は浅田宗伯，村瀬豆洲の二人と密接な

連絡をとりあって診療にあたったが功を奏さな

かった．

ここにみるような漢方重用についてキーンは

侍医等の実績は，芳しいものではなかった．

しかし伝統的な「漢方」に固執する天皇は，

侍医を交代させなかった23)．

と踏みこんだ見解を披瀝している．

この 1，2週の間は，岩佐純の他出は見合わせて

様子をみるように取り計ってほしいと申しいれて

いるにすぎない．

久宮今朝丸薬キニー子差上候処，御吐乳被為

在候，其他ハ御異常無之候，……将又昨日一

寸申上置候岩佐氏，一二周間計宮ノ御様子黒

白分明まで他出見合之義も
（ママ）

御申入被下候20)

久宮の体重推移が岡田昌春の 「奉侍録　巻二」21)

にある．他にはこのような数値は見出しえないの

で，なぜここにだけ唐突に表記されているのかは

不明だが，それだけに発育状況を知るうえでは貴

重なデータといえる．このころは重量の単位表記

は尺貫法なので，これをグラム表記に換算して月

初の数値で比較して 1日の増加量を算出してみる

と表 4のようになる．これを『児科必携』（第 3版　

明治 27年） にのる正常の増加量とくらべるとさ

して遜色のない数字なので，すくなくとも生後

6ヶ月まではほぼ順調に発育していたといえる．

・ 第 4皇子昭宮猷仁親王

母は小菊権掌侍園祥子―園基祥の次女

明治 20年 8月 22日誕生

明治 21年 11月 12日死亡

1歳 2ヶ月

明治 20年夏に生まれた昭宮は，中山忠能の孫

にあたる養育掛中山孝麿の麹町有楽町の邸で養育

されていた．翌明治 21年 10月中旬に脳膜炎に罹

患した．11月 12日の記事はつぎのようにいう．

親王長じて二歳，御養育掛侯爵中山孝麿麹町

區有楽町の第に於て養育す，去月中旬以来脳

表 4　第 5皇女久宮静子内親王の体重推移

体　重 一日の増加量 
（グラム）

明治 19年 4月 14日 1,180匁 4,425グラム
5月 7日 1,280 4,800 16.3
6月 7日 1,500 5,625 26.6
7月 1日 1,610 6,037 17.1
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・ 第 5皇子満宮輝仁親王

生母は小菊権典侍園祥子―園基祥の次女

明治 26年 11月 30日誕生

明治 27年 8月 17日死亡

8ヶ月

第 5皇子については養育主任として林友幸を，

拝診御用として侍医岩佐純をあてた．このとき林

友幸の妻と娘もともに養育の任にあたった．

輝仁親王薨ず，六月以来親王慢性脳膜炎の徴

候あるを以て，箱根宮ノ下に轉地療養す，爾

後少しく輕快なりしも，是の月十一日より病

勢増進し，衰弱甚しく，昨十六日午前十時二

十分，遂に心臓麻痺に陥りて薨ず 26)

死亡の日に異同があるのは喪を秘して遺骸を東

京に連れかえり，翌 8月 17日午前 3時に喪を発

したので，死亡日が1日ずれたのものと思われる．

8月 21日に葬儀がおこなわれ，豊島岡の皇族墓

地にほうむられた．

岡玄卿の明治 27年 8月 28日づけ書簡―満宮

は明治 27年 8月 17日に死去しているので本簡は

7月 28日のものかとの注記がある―では

満宮殿下ハ昨今御生歯ニ有之，余程脳ノ刺戟

症被為在候様相伺候，然シ痙攣等ハ未タ御発

シ不被為遊候，御栄養ハ非常ニ悪敷被為在

候27)

とのべている．脳の刺激症状や発育不良がみられ

全身状態はけっしてよくはないが，痙攣はみとめ

られないないと記されている．

・ 第 10皇女貞宮多喜子内親王

生母は小菊権典侍園祥子―園基祥の次女

明治 30年 9月 24日誕生

明治 32年 1月 11日死亡

1歳 3ヶ月

『明治天皇紀』明治 32年 1月 11日の記事はつ

ぎのようにいう．

高木兼寛ははたして拝診したか

さきにあげた 3名の医師たちによる昭宮の病状

経過をしるした容体書が，同じ岡田家文庫所蔵の

「昭宮奉侍録」にある24)．それによると主症状と

しては臍突出，腹部膨満，吐乳，胃部の痙攣であ

り，これは「全御胎毒之変蒸ニ寄リ，御胃部之痙

攣ヲ激発セシ御容体ト奉診候」として，これら症

状は胎毒にもとづくものであると診断した．本容

体書の日付は「明治二十二年十一月六日」となっ

ているが，昭宮が死亡したのは明治 21年 11月 12

日なので，この日付は明らかに誤りであるといえ

るが，その理由についてはまったく不明である．

このときの諸症状は緩解して，その後は順調に成

長している．

その後におとづれた末期の症状はさきの『明治

天皇紀』にみえるごとく22)，ここに高木兼寛拝診

の記事がみえるが，池田文書におさめられている

高木兼寛の書簡によると，拝診の指示をうけなが

ら，じつは診察の場には臨まなかったように読め

る．その書簡には以下のようにしるされている．

拝啓，昭宮殿下御症状早ヤ々々御通知被下難

有奉拝謝候，就ては早速拝診申上度存候得

共，小生之病症判然不致，然ルニ押て参殿候

も何分恐入候次第ニ付，態と差控へ仕候次第

ニ御坐候間，吉井次官・香川太夫其他え可然

御取計之程伏て奉願上候，早々拝答25)

とあって，診察に参殿しなかったことをうかがわ

せる内容である．この書簡は 11月 11日の日付で，

これは昭宮が死亡する前日にあたる．診察の指示

が発せられたので，それにもとづいて『明治天皇

紀』は診察がおこなわれたと記述したのだろう

が，じつは高木兼寛は自身の体調不良のために辞

退したいことを申しでた．なお吉井は吉井友実宮

内次官，香川太夫は香川啓三皇后宮太夫である．

あるいは翌日の危篤状態のさいに急遽召し出され

た可能性もないとはいえないが，これを明らかに

する資料はみられない．拝診はなかったという可

能性が高かったと考えられる．
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は，邦文 313点，英語をはじめとする外国文が

103点で合計 416点のおおきにに及んでいる．天

皇の日々の行状やエピソードなどは側近者の著書

などによっているが，皇子女の養育や病状経過に

ついては，『明治天皇紀』以外の資料をもちいた

と思われる記事をみいだすことはできない．

飛鳥井雅道の 『明治大帝』 （筑摩書房） は小冊な

がらなかなか行き届いた筆致で，キーンの書より

も数段読みやすく心にひびくものがある．

それによると

幕末の宮廷の幼児死亡率は異常にたかかっ

た．……先代の仁孝天皇は四十七歳で没する

までに十五人の子供を生ませたが，十二人が

三歳までに死んだ．育ったのは孝明天皇と幕

末史に有名な和宮，ほかに一人（桂宮をつい

だ淑子内親王）にすぎなかった．孝明天皇自

身，第四皇子であり，三人の兄が死んだため

皇位についた．孝明の父・仁孝天皇も第五皇

子の即位だった31)．

とあって，幕末の宮廷における乳幼児死亡率の異

常の高さを強調しているとともに，明治天皇の祖

父仁孝天皇も 5男であり，父の孝明天皇も 4男で

ありながら，両者ともさきに生まれた男子がすべ

て死亡してしまったので皇位についたとのべてい

る．また

孝明天皇の「色」はなかなか盛んであったら

しいが，皇胤の危機は確実に存在しつづけて

いた．祐宮をふくめて，四人の腹から六人の

皇子・皇女が生まれたが，五人が三歳以下で

死に， 生き残ったのは祐宮一人だったし， その

祐宮の成長もあやぶまれていたのである32)．

と，いまは父親となっている明治天皇も，自らの

生育が危ぶまれていた状況だったという．これに

つづいて，

天皇の子供が育たない悪しき前例がはじまっ

た．やがて柳原愛子から，薫子内親王が八年

第十皇女多喜子内親王薨ず，年三，是れより

先，内親王病むこと二旬餘，是の月九日神奈

川県足柄下郡酒匂村松濤園に徒りて加療せし

が，十日夜半遽かに脳膜炎の症候あり，……

是の朝陸軍軍醫監男爵橋本綱常・東京帝国大

学醫科大学教授弘田長教授等旨を奉じ来り

て，供奉の侍醫岡玄卿等と倶に診治に候せし

も其の効なく，午後四時遂に薨ず 28)

ここにはじめて弘田長の名が登場し，治療に参

加したことがのべられている．しかしその甲斐も

なく貞宮は死亡した．東京帝国大学医科大学小児

科教授の力をもってしても，いかんともすること

はできなかったのであろう．弘田長の経歴によれ

ば，御用掛に任命されたのは明治 34年であるが，

それ以前にも臨時御用掛として皇子女の診療に従

事していることをうかがわせる．

ここで橋本綱常の官位が軍医総監から軍医監に

かわって，あたかも降格しているようにみえる

が，これは官制改正による名称の変更にすぎない

ので，実質的な変更ではない29)．

表 1にみるように，これら 10名の死亡年齢は

10.8ヶ月で，1年にも達していないという驚くべ

き数字である．いくら明治の御代とはいえこれは

あまりに異常にすぎるというべきだろう．

3．『明治天皇紀』 以外の明治天皇伝記にみる 

皇子女の病状経過

近年，明治天皇の伝記は数多く出版されている

が，『続人物研究・伝記詳伝図書目録』30)によれ

ば，1912年から 1999年にいたる 87年間に刊行さ

れた明治天皇の伝記や想い出の記などの著作は

118点をかぞえる．これらすべてについて皇子女

の疾患記述の典拠となった原典を調べたわけで

はないが，これらのなかから主要な著作とおも

われる 3著について検討した．すなわちドナル

ド・キーン，飛鳥井雅道，そして伊藤之雄の著書

である．

詳細な内容をもち，おおくの資料に準拠してい

るドナルド・キーンによる浩瀚な伝記『明治天

皇』（新潮社）の巻末にあげられている参考文献
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とあって，伊東方成や池田謙斎，岩佐純などの侍

医が皇女子の夭逝に危機感をいだいて，哺乳法の

改善と避暑に利用するための離宮の建設を太政大

臣に建言した．別に宮内卿にたいしては，妃嬪に

も言及して，体質のしっかりした女性を選任すべ

きだと進言している．これらにもとづいて天皇は

箱根に離宮を，日光にご用邸を建設して皇子女の

転地用にあてさせた．事実これが利用されたこと

は，第 10皇女貞宮多喜子は神奈川県足柄下郡酒

匂村松濤園において治療をうけていたが不幸な結

果に終わったことが『明治天皇紀』にみえる36)．

皇子女たちには避寒や避暑をすすめながら，天

皇自らは脚気に悩みながらもこれらの施設を利用

することはなかった．このような建言と，それに

もとづく施策にもかかわらず，その後も皇子女の

夭折をふせぐことはできなかったことはさきの表

1に見るとおりである．

明治 21年の再度の上申書

さきの上申書の提出から 5年後の明治 21年に

いたって，皇子女の養育について侍医たちが上申

した文書と思われる草稿が池田文書に保存されて

いる37)．その表題は「上申書　御降誕後之養育方

大綱目」とあり，使用されている用紙は，柱に「宮

内省」の文字がはいった 30.0×21.5 cm，26行の

罫紙である．表題はさきのようにかかれている

が，本文冒頭にはそれを指示する見出しはなく，

「竊ニ惟ルニ従来御降誕ノ皇子皇女」と直ちに本

文が書きはじめられているので，整理した採録者

の裁量による表題名であると思われる．

この文書には明治 21年 11月の日付はあるが，

発信者と受領者の名は書かれていない．これが池

田文書に草稿として保存されているものの，その

筆跡からみて池田謙斎の自筆ではないので，謙斎

の草稿にもとづいて侍医局の侍医か事務官がまと

めた草稿であろうと思われる．侍医局長官として

の地位からみれば，提出先は上司としての宮内大

臣だとするのがもっとも常識的な見解であろう．

さきの明治16年10月提出の上申書35)においては，

その宛先は太政大臣三条実美であり，提出者は伊

東方成，池田謙斎，岩佐純の 3侍医なので，今回

一月に生まれるが，翌年六月には「脳疾」に

よって死んだ．第二皇子がやはり柳原愛子か

ら十年九月に生まれるが，この皇子も「脳水

腫」によって十一年七月に死んだ 33)．

と死因や病名をあげているが，これらはいずれも

『明治天皇紀』からの引用である．

さらに伊藤之雄の『明治天皇』34)でも，おおく

の項目について参考にしているのは『明治天皇

紀』であり，とくにいまとりあげているテーマで

は，『明治天皇紀』以外から引用したと思われる

記述はみいだせない．全面的に『明治天皇紀』に

拠っていることがわかる．

これをようするに，これら諸書の記述はすべて

『明治天皇紀』によっているといっても過言では

ない．

4．その対処法の模索 

―明治 16年と同 21年の上申書

養育法についての明治 16年の上申書

皇子や皇女のあいつぐ夭折にたいして，ときの

政府や宮内省は強い危機感をいだいていた．それ

にたいして侍医らが連名で意見具申をおこなっ

たことはさきにふれた．その上申書の後半はつ

ぎのようである．この明治 16年というのは 3日

のあいだに 2人の皇女が相次いで死亡するという

異常な事態が生じた年であることを確認しておき

たい．

方成・謙斎・純等更に皇子・皇女の頻りに夭

殤せらるるにつき，憂懼措く能はざるものあ

り，又連署して其の御病の何れも脳膜炎なる

を擧げ，向後皇女子の御養育法改革に就き御

英斷を冀ひたてまつり，先づ哺乳法を改め，

次に箱根・日光等の如き山間清涼の境に離宮

を設け，盛夏中皇女子の避暑せられんことを

太政大臣に進言す，又別に連署して書を宮内

卿に上り，皇女子の御夭殤を以て，先天的御

生力の虚弱に原因すとし，皇胤胚胎の初めに

攝生の法を尽させらるべしと，進言妃嬪に及

び敢へて言を韜むことなし35)
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c）『明治天皇紀』所収の「意見書」

a）池田文書所収の「上申書」37)

まずはじめに時の侍医局長官池田謙斎と池田文

書について簡単にふれておく39,40)．池田謙斎は天

保 12年（1841）11月 1日に，越後国蒲原郡中之

島村の入沢健蔵の次男にうまれ，のち津和野藩医

池田多仲の養子になった．明治 3年に最初の文部

省派遣プロイセン（ドイツ）留学生としてベルリ

ン大学に留学して，明治 9年に帰国した．帰国後

は陸軍軍医監に任ぜられ，また宮内省御用掛と文

部省四等出仕となって，三足の草鞋をはくという

激務をこなした．明治 10年には東京医学校長に

就任し，東京大学医学部の発足とともに初代綜理

として同学部の基礎造りに専念して，わが国近代

医学教育の先駆的役割をはたした．明治 19年に

は大学を辞して宮内省の初代侍医局長官に就任し

て，近代的侍医制度の確立に尽力した．さきの書

簡がかかれたのはちょうどこのころのことであ

る．明治 31年に長官を辞任するまで，侍医とし

て明治天皇を健康面からささえ，天皇の持病とも

いうべき脚気の治療に専念し，皇子女の夭折問題

にも積極的にかかわった．大正 7年（1918）4月

30日に 78歳で死去した．この池田謙斎家に保存

されていた 4千通にもおよぶ文書類が池田文書で

ある41)．

「上申書」の冒頭で数行にわたって，これまで

の皇子女の生育の状況について的確に把握してい

る様子が記述されている．すなわち

皇子皇女御降誕後凡ソ七八ヶ月ニ被為至候

迄，御発育ハ御相応ニ御宜敷被為入候得共，

示後動モスレハ御青便御吐乳等之御諸症被為

発，随而御発育御不十分ニ被為成終ニ御発熱

御痙攣御□等之御諸症被為発，満一二歳之御

齢前後終ニ御大切ニ被為成候段実不勝痛心深

ク奉恐入候（読点は深瀬，以下 174ページ左

段 3行まで同じ）

とあり，生後 7， 8ヶ月までは順調に発育してい

るが，その後になると緑色便や吐乳とともに発育

も同様な措置がとられたものとおもわれるが，明

治 21年は太政官制廃止後にもうけられた内閣制

度下にあったので，宮内大臣土方久元にあてられ

たものであろうと考えられる．

この上申書が提出された経緯については，『明

治天皇紀』明治 21年 11月 27日の条にはつぎの

ようにかかれている38)．

二十七日（11月），常宮拝診御用陸軍軍醫総

監橋本綱常皇子養育に関する意見書を上る，

とあって，この日に常宮昌子内親王の拝診御用を

命ぜられた橋本綱常が，その責任者としての立場

から抱負をのべた意見書を提出したことをしめし

ている．

一方それにさきだつ記述には

昭宮薨去の事あるや，陸軍軍醫総監橋本綱

常・海軍軍醫総監高木兼寛及び侍醫等を召し

て，皇子養育の法を問はしめたまふ，綱常等

衆議を盡し，西洋醫学の要に基づき，本邦の

實験に徴し，養育要項五條を奏陳す，

とあって，衆議を尽くして上申書を作成した経緯

をのべている．これに参加した医師たちは，2名

の陸海の軍医総監以外には具体的な氏名はあげら

れていないが，「侍医等」のなかには責任者であ

る池田謙斎をはじめ数名の侍医が参加したものと

おもわれる．そのおりの検討事項にもとづいてま

とめられたのが池田文書にのこる「上申書」であ

り，これを典拠にしてかかれたのが，『橋本綱常

先生』にのる「献白書」であり，さらに『明治天

皇紀』にのる「意見書」であると考えられるので，

これによって以下のような 3種類の文書が現存す

ることがわかる．それぞれに書類の名称はまちま

ちだが，その内容を比較してみると 1文書を底本

にして，他の 2文書が作成されたと思われる．議

論をすすめる都合上，それらをつぎのように名称

を限定して使用することにする．

a）池田文書所収の「上申書」

b）『橋本綱常先生』所収の「献白書」
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任被為在，其他多人数之人ヲ附属シ又ハ別ニ

男子ノ主任者アリテ御養育上ニ干渉セシメザ

ル事

第二　御住所ハ人家疎ニシテ樹木多ク，空気

ノ最清楚ナル田舎之村落ヲ御撰定被為遊候事

第三　経験ニ冨ミタル一二之医師ヲ附属セシ

メ，御衛生上之事項ハ右医師ニ全権御委任被

為在度事

第四　従来諸医之経験ニ従ヘハ，牛乳ヲ以テ

小児ヲ養育ストキハ最モ強壮ニ発育スルコト

ハ疑アルヘカラス，故ニ初メヨリ牛乳ヲ以テ

御養育申上度事

第五　厳暑之候ニハ山間清涼之地ニ避暑被為

遊候事

である．

これまでの苦い経験にもとづいて，おおくの小

児を養育した経験をもった女性に養育上の全権を

委任し，その他のものが端からとやかくいわせな

いような体制をとることが肝要であるというのが

第 1項であり，さらに養育とは一線を画して衛生

上，すなわち医学的事項については少数の医師に

まかせるのがいいというのが第 3項である．

居住地としては，第 2項において，空気清浄な，

環境にめぐまれた「田舎之村落」を選定すること

が肝要といい，とくの厳暑のおりには「山間清涼

之地」への避暑をすすめているのが第5項である．

また第 4項では牛乳の栄養学的な効果を強調して

その摂取をすすめているが，これはとりもなおさ

ず乳母を排除することを示唆しているといえよう

か．この点はさきの明治 16年の上申書とおおい

に異なるところである．

この方策を実行すれば強壮な発育はまちがいな

いといいながらも，

乍併従来御素因被為在候御体格ニ被為入候

故，御脳膜炎症ハ右ヲ以テ必ス防遏仕候トハ

確言難仕候得共，身体強壮ニ発育スレハ幸ニ

シテ凛布ノ素因アルモ脳膜炎症ヲ発セズシテ

生育スル例ハ世間ニ不少候

の遅延が見られるようになって，1， 2歳ごろに死

亡するものがおおかった，とのべたのち，それに

つづいて

右御病ノ御容体ハ多少御異同被為在候得共，

御病ハ全ク同一之慢性御脳膜炎之御症ト奉伺

候

と，その死因は慢性脳膜炎であると断定している

ので，皇子女が脳膜炎によって死亡したことにつ

いての認識をもっていたといえよう．そしてこの

疾患の発症機転について以下のようにのべてい

る．すなわち脳膜炎に罹患するのは

全ク御体内ニ右御病之御傾キ被為在候故，僅

少之御事故ニテ仮令ハ御感冒或ハ御頭部之御

振盪等ニ由テ，動モスレハ御病機御発動被為

遊候御儀ト奉存候

との認識であった．体内にこの疾患が発病しやす

い要因があって，外界からのごくわずかの刺激

―それが感冒や頭部の振盪のような些細な刺激

―によっても容易に発病してしまうというので

ある．

この病いはいったん発病してしまうと

医之漢洋功拙ハ勿論如何ナル名方奇薬タリト

モ十全確実之功ヲ奏シガタキ御病被為在候

なので，命運強きものであれば九死に一生を得る

こともあろうが，それは「十中ノ一ヲ望ム可カラ

サル御儀ニ御座候」と断じている．発病すればま

ず救命はおぼつかないというのである．未発に防

ぐ以外には良策はないので，よりより協議した結

果，養育方法の改革をめざして以下 5項目の方策

をとるべきであると進言している．

それらを列記すると

第一　御降誕之宮御養育主任ノ者ハ一人ノ婦

女ヲシテ，従来小児ヲ多ク養育セシ充分之経

験有之者ヲ御撰定之上御養育上ノ全権ヲ御委
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故ニ寧ロ牛乳ヲ佳トセン．

これが本献白書の他の 2文書との相違点で，こ

れは橋本綱常の衛生思想の反映とみることができ

る．これ以外には医学教育の発展にともなって，

おいおい小児科専門医も排出されているので，小

児科学に精通した専門医の採用は急務であるとの

べている．この点はさきの池田文書所収の「上申

書」にみられない特色といえよう．

橋本綱常がこのような献白書を提出した背景は

なにか．それは明治 21年 11月 27日に常宮拝診

御用を命ぜられ，この任務をもった直接の責任者

として宮中の健康問題にさらに深く参画すること

により，自らの責任において詳細にわたる献白書

を提出したものと考えられる．

c）『明治天皇紀』所収の「意見書」38)

『明治天皇紀』明治 21年 11月 27日の条には，

まず 11月 12日の昭宮死去の後をうけて陸海軍医

部の最高幹部と侍医たちにたいして，天皇から皇

子女養育法についての下問があったことをのべ，

これにたいして

綱常等衆議を盡し，西洋醫学の要に基づき，

本邦の實験に徴し，養育要綱五法を奏陳す，

と，その下問にこたえた事実があったことがのべ

られている．

これにつづいて橋本綱常の意見書なるものが記

されているが，これが橋本の献白書の文言そのま

まではなく，編纂者の手によってリライトされて

いることはもちろんである．ここにある「臣」と

は橋本綱常である．

従来皇子・皇女夭折する者多く，其の病因を

問へば皆慢性脳膜炎ならざるはなし，輓近西

洋醫術の進歩に伴ひ，萬民回生の恩澤に浴す

る者多きに，我が皇室のみ獨り此の恵を受く

ること少く，屡〃此の不幸を見るは何ぞ，臣

常に侍醫池田謙斎等と此の事を語りて私かに

痛歎せり，抑〃病に治すべきものあり，治す

と，これによって確実に脳膜炎の発症を予防する

ことができるとは限らない，と苦しい胸のうちを

吐露している．

b）『橋本綱常先生』所収の「献白書」42)

この「献白書」は 2842字におよぶ，かなりの

長文である．全文を引用することは煩瑣にわたる

ので要点をつまんでのべると，まず序論として現

今は西洋医学の発達にともなってわが国民もその

恩恵に浴することができるようになったが，「獨

リ皇室ニ於テハ，屡々之ト反対ナル結果ヲ見ル」

という．しかしそれがなにに起因しているのかは

正しく指摘はしていない．

それにつづいて病いは薬石の力か，器械の力に

よって治癒させることが出来るものがある一方，

この両者をもってしても治癒させることができな

い病いがある．「従来降誕ノ皇子皇女御在世多ク

ハ永カラズ，大抵慢性脳膜炎症ノ為ニ崩御アリ」

として，早逝の原因は「慢性脳膜炎」によるもの

と断定している．

その「慢性脳膜炎ナル者亦蓋シ多クハ先天ニシ

テ，今日所謂不治ノ症ニ属スルモノナリ」として，

発病してからは治癒に導くことは不可能なので，

「唯衛生養生ノ法ヲ以テ身体ヲ養成強固ニシ，病

ノ素因ヲシテ其力ヲ逞クスルノ機会ヲ得ザラシム

ル有ノミ」として，身体を強固にすることによっ

て症状の発現を防ぐことが肝要だとしている．そ

のためには以下の 5項目，すなわち「第一住所，

第二空気，第三光線，第四食事，第五生活法」が

あげられている．

これら 5ヶ条の項目について簡単ながらも解説

がふされているので，それをみると，

住居ニ至ツテハ人家稀疎，空気清楚ナル田舎

ニシテ南ニ向ヒ，山ヲ北ニセル高燥ノ地ヲ卜

シ，夏冬ノ季ニ應ジテ宜キヲ得ンコトヲ欲

ス，殿宇ハ固ヨリ輪奐ヲ要セズ．……唯空気

善ク疎通シ光線善ク来射スルヲ力ムルノミ．

生活法ニ就テハ従来ノ如ク人乳ノミヲ以テス

ルハ良ナラズ，人乳ハ身體ニ應ジテ時々其性

ヲ變ジ易ク，常ニ良乳ヲ得ルコト甚ダ難シ．
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がぜひ必要であるともいっている．またかえって

宮中の事情に精通していない人物を，夫婦共々奉

仕させることを強調しているのは注目にあたい

する．

この意見書は天皇の嘉納するところとなり，そ

れにもとづいて侍医に小児科医を採用すること

や，避寒や避暑のような手段を講じるといった処

置がとられた．

小児科医の任用

小児科医を任用すべきだとの建言はどのような

施策となって実をむすんだか．明治 21年の上申

書提出前後の侍医の状況をみると，以下にみるよ

うに新知識をもった医師が採用されているのでさ

きの上申書の成果ともみられるが，これらがとく

に小児科学を修めた医師とはいえず，『明治天皇

紀』には小児科学の学識を有するごとくの記述は

あるが， そのまま素直にうけとることはできない．

その 2， 3の例をあげると，まず萩原三圭は明

治 19年 12月 8日にドイツ留学から帰朝するや，

翌明治 20年 1月に侍医局勤務を命ぜられ，5月に

侍医に就任して， まず久宮付侍医をつとめ， その

後も皇太子明宮， 常宮， 周宮―これら 3皇子女

は無事成人にまで達した―付侍医をつとめた．

しかし萩原三圭について，留学先で研修した学問

について検討しても，この人物が小児科学を学習

したという経歴はとぼしい．萩原三圭の唯一の伝

記ともいえる『萩原三圭の留学』43)では，三圭が

留学中に修めた学問についてはまったくふれてい

ない．

一方『池田文書の研究』によれば萩原三圭は，

明治十七年八月自費によりドイツに留学，ラ

イプチッヒ大学医学校においてカンヂダート

ルメヂケネーの資格をもって病理解剖組織

学・内外科・産科・婦人科・衛生学・眼科・

薬剤学とくに小児専門科を研究．明治十九年

七月ドクトルの学位を受け，九月ウィーンに

移り婦人・小児専門科の臨床を研究．同年十

二月帰朝44)．

べからざるものあり，病原に先天と後天との

別あり，病原を先天に受くる者は，醫術・薬

石を以て悉く治すべからずと雖も，今日醫術

の進歩は昔日不治の病とせしものを治癒する

の例尠しとせず，又治すべからざる病は，之

れを未發に防遏せざるべからず，是れ醫学と

養生との要ある所以にして，所謂天地の大法

を研究し，病理・衛生等の諸學の発達に因り

て完成せらるるものなり，彼の脳膜炎の如き

は，蓋し先天に稟けて，所謂不治の症に屬す

るものなりと雖も，衛生・養生の精に因り

て，豈未發に防遏することを得ざらんや，方

今醫学各科を分かち，専門あり，宜しく侍醫

局中に於て小児科醫を特選し，専ら常宮健康

保全の任に當たらしむべし，臣素と軍醫，育

児の法を講ずるは其の長にあらずと雖も，今

此の重任を拝す，敢へて恩命を遐棄せんや，

唯臣の冀ふ所は，皇子をして身體を強固なら

しめ，病を發せしめざるにあり，而して其の

要は前に奏上せる五條の要綱に出でず，即ち

住所・空気・光線・食物及び生活法の五者

各ゝ其の當を得しむるに外ならざうなり，而

して之れを為すは保育者其の人を精選し，之

に養育を託するより宜しきはなく，且其の人

は既に小児を生育し，強壮に成長するを得し

めたる經験あり，卻りて宮中の事情に通ぜざ

る士族にして，夫婦倶に奉仕せしむるを可と

す38)

これを要約すると，病いには「治すべきものあ

り，治すべからざるものあり」といい，また「病

原に先天と後天との別」があるともいう．「治す

べからざるの病は，之を未發に防遏せざるべから

ず」とし，発病予防が必須だという．そして皇子

女の病因は慢性脳膜炎だと断定し，「脳膜炎の如

きは，蓋し先天に稟けて，所謂不治の症に屬する

ものなりと雖も，衛生・養生の精に因りて，豈未

發に防遏することを得ざらんや」としている．

ここでは 5ヶ条の要綱については項目だけをあ

げているにすぎないが，さらに侍医局に小児科医

を採用し，もっぱら健康保持の任に当たらせるの
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派遣したとは考えられないだろうか．これがこの

論文の筆者である鈴木要吾による表現なのか，基

礎となった資料がそのように表現しているのか

判然としないが，たんなる医学研究とは考えられ

ない．

この経過については遠藤正治論文9)は詳細にふ

れており，岩佐純の渡欧の目的は欧州各国の皇子

女の養育法を視察するためであるといい，これは

中野年表からの引用だとしている．中野年表では

「皇子皇女養育法視察のため渡欧」といい，鈴木

要吾は「特旨をもって」の渡欧だというが，わた

くしとしてはさきのように考えたいのである．

さらに加藤照麿についてみると48)，明治 17年

にベルリン大学やミュンヘン大学に留学して小児

科学を専攻したのち帰朝後，明治 21年に侍医に

就任したという．『明治天皇紀』明治 21年 12月 8

日の条に

渡邊悌二郎・岩佐登彌太を侍醫に任じ，加藤

照麿を侍醫局勤務と為し，尋いで又片山芳林

を侍醫局勤務と為す，何れも東京大學醫学部

を卒業し，或は獨逸國醫科大學を卒業したる

學士にして，就中照麿は獨逸國に於て小児科

醫學を専攻し，去る十月帰朝せるなり49)，

とあって，数名の医師があげられているが，加藤

照麿以外は小児科学を専攻した形跡がない．これ

をもってみると，さきのような上申書が提出され

ながら，それにそった改革が断行されたとは思え

ない．

5．おわりに

明治天皇には 15名の皇子女があったが，成人

に達したのはそのうちわずか 5名にすぎない．い

ずれも脳膜炎類似の症状を呈して幼少期に死亡

し，その平均余命は 10.8ヶ月であった．相次ぐ

皇子女の夭折によって，宮中や政府関係者は皇統

の危機さえ認識せざるをえない状況においこまれ

た．『明治天皇紀』を中心に，それに関連した池

田文書所収の文書―明治 16年と同 21年の上申

書―から，明治天皇の皇子女の生育や医療の環

とあるが，この典拠となったのは「転免物故履歴

書」である．これをみるとドクトルをうけるまで

は医学全般を学び，ウィーンに移ってからは小児

専門科の臨床を学んだというが，それもわずか 3，

4ヶ月にすぎないという程度なのである．これで

は小児科学を研修したとはとうていえない．

つぎに岩佐純についてみると，すでに侍医に就

任していた岩佐純は，明治 17年に医学研修を目

的としてヨーロッパにわたったいるが，その目的

については判然としないものがある．中野年表に

よると「欧州各邦ノ皇子皇女養育法視察ノタメ渡

欧ス」とある45)が，中野操がなにを典拠にして

このような記述をしたのかは不明である．「物故

転免履歴書」に収められている岩佐純の履歴書に

は，残念ながらこれについてふれるところがな

い．さらに『中外医事新報』にのる「岩佐純先生

小伝」にも

明治十七年四月特ニ賜暇ヲ得テ，医術研究ノ

タメニ欧州ニ赴ムク，居ルコト一年半ニシテ

帰朝ス46)

とあって，その目的については明記されていな

い．さらに岩佐純の外遊について『東京医事新誌』

にのる「明治国手百家略伝」には，

明治十七年四月二十日，特旨を以って欧州各

国巡遊を命ぜられ，海外に在ること一ヶ年

余，帰国後侍医として宮中にあり47)．

とある．ここには「帰国後侍医として」とあるが，

巡遊以前すでに一等侍医であったので，さきにの

べたように侍医の身分での外遊であった．この

「特旨を以って欧州各国巡航を命ぜられ」という

表現に注目したい．単なる医学研究のためであれ

ば，おそらくそのむねを明記するであろう．この

「特旨」という言葉の裏には，あからさまに表現

を憚れる事情がかくされているように思える．天

皇の皇子女たちの相次ぐ夭折に，皇統の危機を感

じとった太政官や宮中の要人たちが，侍医である

岩佐純に命じて養育方法研究のために欧州各国に
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Premature Death Problems of the Meiji Emperor’s Infants,  
According to the Two Submissions of 1883 and 1888

Yasuaki FUKASE
Department of History of Medicine, School of Medicine, Juntendo University

The Meiji Emperor had fifteen children; five princes and ten princesses, but ten of them died of a 
meningitis-like disease in their infancy. People were concerned about the circumstances in which the 
lineage of the emperor’s family was in a critical situation. They investigated the conditions regarding the 
children’s upbringing and reported on the matter to higher officials in 1883 and 1888. But the author 
concludes that conditions did not change for the better because of those efforts.

Key words: official documents of Emperor Meiji, submissions for bringing up Emperor Meiji’s 
 infants, premature death of Emperor Meiji’s infants, Hashimoto Tsunatsune


